
本庁舎は
５月６日（木）から
業務を開始します

伊吹山テレビ
新・市民アナウンサーが
本庁舎をご紹介！
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本庁舎の開庁にあたって
　この度、米原市役所本庁舎が完成し、５月６日から執務を開始します。
　これもひとえに市民のみなさまをはじめ、市議会、その他関係各位のご支援の賜物と心から感謝申し上げます。
　本庁舎は、大地震においても、人命の安全確保と災害対策本部の運営ができるよう最高水準の耐震安
全性能を有する建物であるとともに、随所に米原市産材の木材等を利用するなどぬくもりのあるデザインとなっ
ております。
　建物内には、コンベンションホールや観光案内所を設置し、民間開発事業
として進む米原駅東口周辺まちづくり事業と連携して、新たな人の流れと賑わ
いを創出します。
　また、現山東庁舎は、山東伊吹地域の安心安全な暮らしを支える支所とす
るほか、近江・伊吹市民自治センターでは、総合窓口や自治会との連絡調整
を行います。
　市民サービスや行政効率の向上はもとより、豊かな市民力を活かす開かれ
た庁舎となるよう一層努めてまいりますので、今後ともみなさまのご理解とご協
力をお願い申し上げます。

概要
庁舎（交流エリア含む）
構造：鉄骨造地上５階
延べ床面積：約 9250㎡

立体駐車場
構造：鉄骨造２層３段
延べ床面積：約 3340㎡
駐車台数：180 台（地上 35 台駐車可）

駐輪場
自転車台数：126 台
バイク台数：27 台

憩いのステーション 屋上広場（４階）
遊具やテーブルなども設置予定

　米原市役所本庁舎は、米
原に住む人や訪れる人が集
い、世代を超えて交流し、と
もにつながることで、新たな
広がりが創造できる交流拠点
を目指しています。

駅の自由通路と庁
舎を結ぶ連絡通路
もできるよ

車いす用駐車場は、
メインエントラン
ス前と立体駐車場
に各2台ありますもできるよ
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駐車料金
駐車場の出入り口には料金ゲートを設けて
います。入庫時に駐車券を受け取ってくだ
さい。

各種届け出・相談・会議などのとき　  　　  
ご用が済むまで無料です。
ご用の窓口で駐車券の無料処理を受けてください。

それ以外のとき　　　　　　　　　　　　　   

2 時間まで 無料
6 時間まで 1 時間までごとに 200 円加算
24 時間まで 1,000 円

24 時間を超える 1日を超えるごとに1,000 円加算

集う、
　つなぐ、
　　広がる。

庁舎交流
エリア
市民広場

米原駅

立体
駐車場

国
道
８
号

東
海
道
新
幹
線
ー
本
線 駐

輪
場

東口ロータリー

N

コンセプト
未来につながる、

豊かな市民力を活
い

かす開かれた庁舎

市民の安全、
安心な暮らしを支える庁舎

誰もが使いやすく、人にやさしい快適な庁舎

未来にわたり親しまれ、
効率的で人や社会と共に成長する庁舎

まいばらの自然環境の
創造、保全を推進する庁舎

　市の新たな魅力の創出に向けて、市民・地域・企業が集い、つ
ながり合える「交流エリア」を設けました。米原駅前という優れ
た立地を活かして、新たな人の流れと賑わいを生み出します。

　最高水準の耐震安全性能となっています。
　非常用発電設備や非常用排水槽などを
備えることで、災害時にも市役所業務を
継続し、市民の安心な暮らしを守ります。

（右） 木材を利用したデザイン性耐震構法

　分かりやすい空間づくりとユニバーサルデザインを徹底し、す
べての人が利用しやすい庁舎を目指しました。来庁者の多い窓口
や子育て部門は低層階に集約し、市民サービスの向上を図ります。
　また、全階にデジタルサイネージ（電子
看板 写真右）を設置し、視覚的に分かり
やすく情報を発信します。

　将来的な行政需要の変化に柔軟に対応できるよう、さまざまな
オフィスレイアウトが可能なコア配置、照明・空調の配置として
います。
　また、コンパクトな庁舎とすることで施設の維持費削減につな
げます。

　ひさしによる日射制御や、米原市産
の木材の利用により、自然環境を活か
したぬくもりのある空間を創りまし
た。また、環境に配慮し、ＬＥＤ照明
や太陽光発電システムを設置していま
す。

1

2

3

4

5

（上）木材を随所に利用した議場

色別の案内表示で
行きたい場所が探しやすい！
お困りのときは1階の総合案内へ
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フロア　マップ
安心、使いやすさへのこだわり

交流エリア

　障がいのある人や子育て中の人などすべての人にとって、使いやすい設備を取り入れました。

＊ 各階のトイレは乳幼児対応（ベ
ビーキープ設置）です

段差のない出入り口

多機能トイレ ベビールーム 議場・傍聴席

学び・暮らし・憩いの３つをテーマにした交流エリアを整備しました。都市拠点の中心と
して市民や地域、企業が集い、つながることで、市の新たな魅力の創出につなげます。
利用時間：8 時 30 分～21時（屋上広場は17 時15 分まで）　　　閉館日：12/29 ～ 1/3

学びのステーション 事前に予約申請してください
予約☎ 53-5200（総務課内）

暮らしのステーション

コンベンションホール（１階）
イベントやシンポジウムに利用で
きます。

〔席　数〕最大 300 席
〔利用料（税込み）〕
全面 4,000 円 / 時、半面 2,000 円 / 時
※営利目的の場合は各２倍
※市外の人は別料金

会議室（３階）
３部屋ある会議室は大部屋として
一体利用もできます。

〔席　数〕
最大195 席（３部屋一体利用時）

〔利用料（税込み）〕
１部屋 200 円 / 時
※営利目的の場合は４倍
※市外の人は別料金

市民活動スペース（３階）
ちょっとした打合せや休憩など、誰でも自由に利用でき、情報コーナー
も設置しています。
また、お昼を中心に、日替わりで湖北圏域の障がい福祉事業所などの
出店もあります。

憩いのステーション

屋上広場（４階）
屋上広場はインクルーシブ遊具やテーブルを備えた、誰もがくつろげる
スペースです。ウッドデッキからは琵琶湖や米原駅の電車も見られます。

フロア 設　備

5F 右利き用 オストメイト対応

4F 左利き用 ユニバーサルシート（大型ベッド）

3F 右利き用 オストメイト対応

2F 左利き用
フィッティングボード

ベビーシート

1F
右利き用 ユニバーサルシート（大型ベッド）

左利き用 オストメイト対応

フロア 設　備

2F
おむつ交換台・ベッド

1F

感染症対策も！
全階の来庁者カウンターには
アクリル板を設置しています

　障がいのある人や子育て中の人などすべての人にとって、使いやすい設備を取り入れました。

全階の来庁者カウンターには
アクリル板を設置しています

市役所が
新たな交流の場に
市役所が
新たな交流の場に
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フロア　マップ

コンベンション
ホール

（吹き抜け）

売店

▲出入口

◀出入口

●総合案内

●総合案内●キッズスペース

●キッズスペース

●キッズ
　　スペース

米原市商工会

階段 男子トイレ 多機能トイレ

女子トイレ 授乳室エレベーター

1F

2F

3F

4F

5F

コンベンション
ホール

時間外受付

市民保険課税務課
収納対策課

会計室
基幹包括支援センター

高齢福祉課
発達支援センター

社会福祉課

健康づくり課

福祉政策課保育幼稚園課

子育て支援課

教育総務課
学校教育課生涯学習課

スポーツ推進課

会議室

会議室

観光案内所

市民活動スペース 新型コロナウイルス
ワクチン接種推進室

情報コーナー

建設課

都市
計画課

自治
協働課

農業委員会事務局
農林商工課シティセールス課

屋上広場

秘書室
政策推進課総務課

人権政策課財政契約課

情報政策課防災危機管理課

議場
傍
聴
席

監査委員事務局
公平委員会事務局

議会事務局

展
望
ロ
ビ
ー

相
談
室

相
談
室

相
談
室

相談室

相談室

相談室

教育長室

災害対策本部
（大会議室）

第二応接室

市長室副市長室 第一
応接室

N

第一
委員会室

第二
委員会室

正副議長室 会派室

会派室議会
図書室
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各課の業務　内容・連絡先

山東支所　　住所：長岡 1206 番地　受付時間：平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

市民自治センター　　受付時間：平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分　

行政サービスセンター

保健センター

受付時間：平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分
※𠮷槻は 16 時 30 分まで

受付時間：平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分
※ 1 か所に統合します

教
育
委
員
会
事
務
局
︵
教
育
部
︶

教育
文化

スポーツ

教 育 総 務 課 教育委員会、就学援助、給付型奨学金 ☎ 53 ｰ 5151 FAX53 ｰ 5129

2 階
学 校 教 育 課

小学校・中学校への入学転校、学校経
営管理 ☎ 53 ｰ 5152 FAX53 ｰ 5129

教育センター ☎ 53 ｰ 5153 FAX53 ｰ 5129
子ども相談電話 ☎ 53 ｰ 5150 FAX53 ｰ 5129

生 涯 学 習 課 生涯学習、文化振興、文化財保護 ☎ 53 ｰ 5154 FAX53 ｰ 5129

ス ポーツ推 進 課 スポーツ振興、国スポ･ 障スポ大会推
進室 ☎ 53 ｰ 5155 FAX53 ｰ 5129

■学校給食課 東部給食センター　☎ 53-5196　FAX55-1913　長岡 2333 番地 3
■学校給食課 西部給食センター　☎ 52-5820　FAX52-5821　入江 300 番地

会計 会 計 室 市税等の納付、出納・物品管理 ☎ 53 ｰ 5117 FAX53 ｰ 5119 1 階

議会 議 会 事 務 局 市議会運営 ☎ 53 ｰ 5134 FAX53 ｰ 5159 5 階

監査 監査委員事務局
公平委員会事務局 決算審査、定期監査 ☎ 53 ｰ 5135 FAX53 ｰ 5159 5 階

農業委員会 農業委員会事務局 農業委員会運営、農地転用、農業者
年金 ☎ 53 ｰ 5136 FAX53 ｰ 5139 3 階

総合窓口 市民部地域振興課 地域振興、自治会、総合窓口 ☎ 53 ｰ 5171 FAX53 ｰ 5178 1 階

まち保全 まち整備部まち保全課 有害鳥獣対策、雪寒対策 ☎ 53 ｰ 5175 FAX53 ｰ 5178 1 階

■結婚相談所　☎ 53 ｰ 5176（開設日のみ）山東支所南館 2 階

上下水道 まち整備部上下水道課は、12 月から山東支所へ移転します

　代表　☎ 53 ｰ 5170　FAX 53 ｰ 5178

11月まで　近江市民自治センター（1 階） 12 月から　山東支所（2 階）へ移転します

▶ 上 水 道 ☎ 53 ｰ 5173 FAX52-4858
下水 道 ☎ 53 ｰ 5174 FAX52-4858

近 江 市 民 自治 センター 顔戸 488 番地 3 ☎ 53 ｰ 5191 FAX52 ｰ 8730
伊 吹 市 民 自治 センター 春照 490 番地1 ☎ 53 ｰ 5190 FAX58 ｰ 1630

𠮷 槻 行 政 サービスセンター 𠮷槻1356 番地 ☎ 53 ｰ 5193 FAX59 ｰ 0090
柏 原 行 政 サービスセンター 柏原 2221番地 ☎ 53 ｰ 5192 FAX57 ｰ 1509
息 郷 行 政 サービスセンター 三吉 581番地 ☎ 53 ｰ 5194 FAX54 ｰ 2365
醒 井 行政 サービスセンター 醒井 615 番地 9 ☎ 53 ｰ 5195 FAX54 ｰ 8282

保健センター（ルッチプラザ内） 長岡1050 番地1 ☎ 55-4551 FAX55-4556

上 水 道 ☎ 53 ｰ 5173 FAX53 ｰ 5179
下水 道 ☎ 53 ｰ 5174 FAX53 ｰ 5179

5月6日からは、
こちらの連絡先へ
お問い合わせください
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各課の業務　内容・連絡先
本庁舎　　住所：米原 1016 番地　　受付時間：平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

政
策
推
進
部

防災
政策
広報

情報化

市
長
公
室

秘書室 秘書 ☎ 53 ｰ 5160　FAX53 ｰ 5148

4 階
防災危機管理課 消防、防災、交通安全、危機管理 ☎ 53 ｰ 5161　FAX53 ｰ 5149

政 策 推 進 課 政策立案、総合計画、行財政改革、
米原駅東口まちづくり ☎ 53 ｰ 5162 FAX53 ｰ 5148

情 報 政 策 課 広報広聴、統計、デジタル化推進 ☎ 53 ｰ 5163 FAX53 ｰ 5149

総
務
部

総務
財政
契約
人権

総 務 課
行政手続、情報公開、個人情報保護、
人事、固定資産評価審査委員会事務局 ☎ 53 ｰ 5164 FAX53 ｰ 5148

4 階
選挙管理委員会事務局 ☎ 53 ｰ 5168 FAX53 ｰ 5148

財 政 契 約 課
財政計画、予算、決算 ☎ 53 ｰ 5165 FAX53 ｰ 5148
財産管理、契約管理 ☎ 53 ｰ 5166 FAX53 ｰ 5148

人権 政 策 課 人権施策、男女共同参画、多文化共生 ☎ 53 ｰ 5167 FAX53 ｰ 5148

市
民
部

自治会
住民票
保険
税

環境

自治 協 働 課
地域振興、市民協働、自治会 ☎ 53 ｰ 5111　FAX53 ｰ 5138

3 階消費生活相談 ☎ 53 ｰ 5110　FAX53 ｰ 5138
環境、公害・廃棄物、自然保護 ☎ 53 ｰ 5112 FAX53 ｰ 5138

市 民 保 険 課
住民票、戸籍、印鑑証明、マイナンバ
ーカード発行 ☎ 53 ｰ 5113 FAX53 ｰ 5118

1 階
国民健康保険、後期高齢者医療、国
民年金、福祉医療 ☎ 53 ｰ 5114 FAX53 ｰ 5118

税 務 課 市民税、固定資産税、軽自動車税、
諸税 ☎ 53 ｰ 5115 FAX53 ｰ 5118

収 納 対 策 課 市税等の収納管理、納付相談 ☎ 53 ｰ 5116 FAX53 ｰ 5118

く
ら
し
支
援
部

福祉
介護
健康

福 祉 政 策 課
福祉政策、地域福祉 ☎ 53 ｰ 5121 FAX53 ｰ 5128 2 階
基幹包括支援センター
( 福祉の総合相談窓口 ) ☎ 53 ｰ 5120 FAX53 ｰ 5119

1 階高 齢 福 祉 課 高齢者福祉、介護保険 ☎ 53 ｰ 5122 FAX53 ｰ 5119

社 会 福 祉 課
障がい者福祉、生活保護 ☎ 53 ｰ 5123 FAX53 ｰ 5119
発達支援センター ☎ 53 ｰ 5124 FAX53 ｰ 5119

健 康 づくり課 健康づくり、成人・母子・精神・高齢
者保健 ☎ 53 ｰ 5125 FAX53 ｰ 5128 2 階

　 新 型コロナウイルスワクチン 接 種 推 進 室 ☎ 53 ｰ 5126 FAX53 ｰ 5138 3 階

こども未来局
子育て
保育

子 育て支 援 課
子育て支援、放課後児童クラブ ☎ 53 ｰ 5131 FAX53 ｰ 5128

２階
児童手当、児童扶養手当 ☎ 53 ｰ 5132 FAX53 ｰ 5128
子ども・家庭に関する相談 ☎ 53 ｰ 5130 FAX53 ｰ 5128

保育 幼 稚 園 課 認定こども園、保育園、幼稚園、地域
子育て支援センター ☎ 53 ｰ 5133 FAX53 ｰ 5128

ま
ち
整
備
部

土木
開発

建 設 課 道路・橋りょう・河川の工事、地籍調査、
道路占用 ☎ 53 ｰ 5143 FAX53 ｰ 5138

3 階
都 市 計 画 課 都市計画、開発、公営住宅 ☎ 53 ｰ 5144 FAX53 ｰ 5138

経済振興局
経済
観光
農林
水産

シティセールス課
観光振興、移住定住、空家対策、ふ
るさと納税 ☎ 53 ｰ 5140 FAX53 ｰ 5139

3 階
観光案内所 ☎ 53 ｰ 5145 FAX53 ｰ 5137

農 林 商 工 課
商工業の振興 ☎ 53 ｰ 5146 FAX53 ｰ 5139
農業・水産業の振興 ☎ 53 ｰ 5141 FAX53 ｰ 5139
林業の振興 ☎ 53 ｰ 5142 FAX53 ｰ 5139

　代表　☎ 53 ｰ 5100　FAX 53 ｰ 5148

こども未来局

経済振興局



𠮷槻
行政サービスセンター 

伊吹
市民自治センター
（現伊吹庁舎） 

山東支所
（現山東庁舎） 

柏原
行政サービスセンター 

醒井
行政サービスセンター 

本庁舎
（5月 6日開庁） 

息郷
行政サービスセンター 

醒ケ
井駅

柏原駅

米
原
駅

坂
田
駅

近江
長岡駅

近江
市民自治センター
（現近江庁舎） 
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窓口延長 時間外の戸籍届書の受け付け

これまで４つの庁舎で行ってきましたが、5 月からは以下のと
おり、本庁舎と山東支所で行います。

■実施日時　毎週木曜日　19 時まで　＊祝日の場合はその前日

■取扱業務　① 戸籍証明書・住民票（写し）・印鑑登録・印鑑
登録証明書の交付

　　　　　　②マイナンバーカードの申請・交付・更新
　　　　　　③ 税に関する証明書の発行、納税証明書、米原市

ナンバーの廃車
　　　　　　④税金の納付、納付書の再発行
　　　　　　＊本庁舎の受付窓口は次のとおりです
　　　　　　　①②市民保険課、③税務課、④収納対策課
　　　　　　＊ 山東支所では、すべて地域振興課で受け付けます

　市役所の利便性や、災害時の迅速な対応ができるよう、
５月６日の本庁舎開庁後も現在の３庁舎（山東・伊吹・近江）
では総合窓口や自治会との連絡調整などの業務を行います。
　また、４つの行政サービスセンターでも、さまざまな行
政手続きを受け付けます。

市役所の執務時間（平日 8 時 30 分～ 17
時 15 分）以外の戸籍届書の受け付けも、
本庁舎と山東支所の２カ所に変わります。

ご注意ください
伊吹市民自治センター、
近江市民自治センター
では窓口延長、時間外
の戸籍届書の受け付け
ができません

伊吹市民自治センター、
近江市民自治センター
では窓口延長、時間外
の戸籍届書の受け付け
ができません

窓口業務のご案内

編集・発行／米原市 情報政策課

これからも、身近な市役所を目指して―

山東庁舎は、山東・伊吹地域の安全安心な
暮らしを支える支所に

行政サービスの確保や災害時の迅速な対応を図るため、山東庁舎
は山東支所として総合窓口や地域課題に対応します。まち整備部
上下水道課は、12 月から山東支所へ移転します。
＊  12 月までは部分的に順次、改修整備を行いますので、ご協力を

お願いします。

近江庁舎と伊吹庁舎は、
市民自治センターに

総合窓口や自治会との連絡調
整を担う市民自治センターと
して生まれ変わります。


